
熊労発基 0427第 3号

令 和 5年 4月 27日

関係団体各位

熊 本 労 働 局 長

(公印省略 )

足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則

の一部を改正する省令の施行等について

労働行政の運営につきまして、日頃から格別のご理解とご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。

さて、労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (令和 5年厚生労働省令

第22号 。以下「改正省令」といいます。)が令和 5年 3月 14日 に公布され t

令和 5年 10月 1日 (一部規定は令和 6年 4月 11日 )か ら施行されることと

なったところ′です。

その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりですので、貴会にお

かれましても、足場からの墜落 。転落災害防止対策の徹底が図られますよ

う、傘下会員及び関係事業場等への周知にご協力いただきますようIお 願い

申し上げます。

記

第 1 改正の趣 旨及び概要       `
建設業 においては、今なお年間 100人 程度の労働者が墜落・転落災害 に

よ つて死亡 してお り、そ の対策 を講ずる ことが強 く求め られている ことを

踏 まえ、「建設業 にお ける墜落 r転落災害防止対策 の充実強化 に関す る実

務者会合」において、墜落 。転落災害防止対策に係る報告書が取りまとめ

られた。当該報告書を踏まえ、以下のとお り所要の改正を行つたものであ

る。

(1)一側足場からの墜落・転落災害が発生していることから、二側足場の使

用範囲を明確化するために必要な措置を規定したこと。

(2)足場からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、労働安全



衛生規則 (昭和 47年労働省令第 32号。以下 「安衛則」という。)で義務

付けられている足場の点検が行われていない事例が散見されていることか

ら、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるために必要な措

置を規定 したこと。

第2 細部事項

1 -側足場の使用範囲の明確化 (第 561条の2(新設)関係)

(1)事業者は、幅が 1メ ートル以上の箇所において足場を使用するときは、

原則として本足場を使用しなければならないことを規定したこと。なお、

幅が 1メ ートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用するこ

とが望ましいこと。  _
(2)「幅が 1メートル以上の箇所」とは、足場を設ける床面において、当該

足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり問方向の水平距離が 1

′メートル以上ある箇所をいうこと。足場設置のため確保した幅が 1メー

トル以上の箇所について、その一部が公道にかかる場合、使用許可が得

られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者等、工事関係者の管

理の範囲外である場合等にあっては、「幅が 1メートル以上の箇所」に含

まれないこと。なお、事業者は、足場の使用に当たっては、
`可

能な限り

「幅が 1メ ートル以上の箇所」を確保すべきものであること。

(3)「 障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用

することが困難なとき」とは、以下の場合をいうこと。

ア 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、建

地を2本設置することが困難なとき。

イ 建築物等の外面の形状が複雑で、 1メ ートル未満ごとに隅角部を設

ける必要があるとき。

ウ 屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に著しい傾斜、凹

凸等があり、建地を 2本設置することが困難なとき。

工 本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔が広

くなり、墜落 :転落災害のリスクが高まるとき。      ´

(4)足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等において、

建地の下部を1本とする場合にあっては、足場の動揺や倒壊等を防止す

るのに十分な強度を有する構造とすること。

(5)足場の使用に当たっては建築物等と足場の作業床との間隔が 30セ ンチ

メートル以内とすることが望ましいこと。

2 足場の点検時の点検者の指名の義務付け (第 567条 、第 568条及び第 655

条関係 )



(1)事業者は、足場 (つ り足場を含む。)の点検を行う際、点検者を指名し

なければならないことを規定したこと。

(2)点検者の指名の方法は、書面で伝達する方法のほか、朝礼等に際し口

頭で伝達する方法、メール、電話等で伝達する方法、あら'か じめ点検者
の指名順を決めてその順番を伝達する方法等が含まれること。なお、点

検者の指名は、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持っ

て点検ができる方法で行うこと。

(3)改正省令による改正後の安衛則 (以下「改正安衛只U」 という。)第 567

条第 2項及び第 655条第2項第 2号に規定する点検者については、足場
の組立て等作業主任者であうて、足場の組立て等作業主任者能力向上教

育を受講した者等、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」

(令和 5年 3月 14日 基安発 0314第 2号。以下「推進要綱」という。)別
添の3(2)に示す一定の能力を有する者を指名することが望ましいと

と。

(4)足場の点検に当たっては、推進要綱別添に示す「足場等の種類別点検
チェックリスト」を活用することが望ましいこと。

3 足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加 (第 567条及び第
655条関係)

(1)改正安衛則第 567条第3項各号及び第 655条第2項各号に掲げる点検

後に記録及び保存すべき事項に(点検者の氏名を追加したこと。なお、

記録すべき点検者の氏名は、改正安衛則第 567条第2項及び第 655条第
1項第2号の規定により指名した者のものとすること。

(2)足場の点検後の記録及び保存に当たつては、推進要綱別添に示す「足

場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいことも

4 施行期日 (改正省令附則関係)

改正省令は、令和 5年 10月 1日 (1に ついては令和 6年 4月 1日 )か
ィら施行することとしたこと。





熊労発基 0518第 4号

令和 5年 5月 18日

関係団体各位

熊本労働局長

(公印省略)

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について

日頃から、労働安全衛生行政の推進に格段の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

さて、足場からの墜落・転落による労働災害の防止にっいては、労働安全衛生規則 (昭

和 47年労働省令第 32号。以下「安衛則」といぃます。)で定める_隊落防止措置に加え
て、足場からの墜落 。転落災害防止総合対策推進要綱 (平成 24年 2月 9日付け基安発
0209第 2号 「足場からの墜落 。転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別
紙。平成 27年 5月 10日 最終改正。以下「旧要綱」といいます。)に基づき(その徹底
を図ってきたところです。

今股、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」に
おいて取りまとめられた報告書 (令和 4年 10月 )を踏まえ、令和 5年 3月 14日 に労働
安全御生規則の一部を改正すo省令 (令和 5年厚生労働省令第 22号と以下「改正安衛
則」といいます。)が公布され、令和 5年 10月 1日 から順次施行されることに合わせ
て、旧要綱につ、いても別紙のとおり改正されました。

足場からの墜落。転落による労働災害の多くは、安衛則で定められてぃる墜落防止措
置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要で

すが、労働災害の一層の防止を図るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止措
置として効果が高い F手すり先行工法」や通常作業時に墜落防止措置として取り組むこ

とが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、足場が小規模な場合も含めた足場の

組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向
上や、足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚等σ)、 管理面や教育面の対策を進
めていく必要があります。特に足場の点検については、改正安衛則により、点検者自ら
が点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができるよう対策を強化されたと
ころであり、足場の組立て等作業主任者であって足場の組立て等作業主任者能力向上教

甫を受講している者等、一定の能力を有する者が実施することが適切です。
つきましては、貴団体の会員事業場等に対し、改正省令とともに別紙の新たな要綱に

ついても周知していただき、足場からの墜落 。転落災害防止対策の徹底を図っていただ
きますようお願い申し上げます。





(別紙)

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱

第 1 目的

足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、「建設業における墜落・転落

災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において取りまとめられた報告書を踏ま

え、令和 5年 3月 に労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (令和 5年厚生労働省令第

22号。以下「改正省令」という。)が公布され、令和 5年 10月 1日 から順次施行される

こととされた。

本要綱では、改正省令による改正後の安衛則における墜落防止措置と併せて実施すべ

き対策を、足場に関係する各作業段階に応じてまとめることで、足場からの墜落・転落災

害の―層の防止に資することを目的とする。

第2 足場に関連する各作業段階において留意すべき事項

足場からの墜落。転落災害の防止に当たっては、次の①から④までの点に留意した上

で、安衛則に基づく措置の実施を徹底するとともに、後記 1か ら6までに掲げる墜落防
止措置を講ずること。

① 各現場の実情に応じた安全対策を講ずることについて、設計、計画等の段階から検

討する必要があること。

② 対策の検討に当たっては、労働安全衛生法 (昭和47年法律第 57号。以下「安衛法」
というと)第 28条の2第 1項に基づく危険性又は有害性等の調査 (リ スクアセスメ
ント)の結果や、実際に足場上で行われている労働者の作業の実態等を十分に踏ま

えたものとすること。

③ 対策の検討に当たっては、作業性の低下や不安全行動等による新たなリスクの誘発

等が生じないよう、本質的な安全対策を優先的に採用するように努めること。

④ 事業者による適切な管理のもと、総合的に対策を実施することが効果的であること。

足場を使甲して作業を行う建築物、構築物等の設計・計画段階における留意事項

工事の対象となる建築物、構築物等の設計においては、足場上での高所作業ができる

だけ少なくなるような正法を採用するよう努めること。

2 足場の設置計画段階における留意事項

(1)足場の組立図の作成            Ⅲ

安衛則第 561条の2に基づき、つり足場を使用するとき等を除き、幅が1メ ートル

以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならないことに

留意し、足揚からの墜落防止のため、手すり等の機材の設置、足場の点検等が的確に実

施されるよう、足場の高さ等にょらず、組立て作業に着手する前に、足場の組立図を作

成し、関係労働者に周知すること。

1
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(2)足場の組立て等の際の墜落防止措置

ア 高所での組立・解体作業を必要としない「移動昇降式足場」や、高所での組立・解

体作業が比較的少ない「大組・大払工法」の採用に努めること。

イ つり足場等、組立て、解体又は変更 (以下 「組立て等」というと)の際における墜

落。転落災害のリスクが高い足場については、組立て等の際に足場上での作業を必要

としないゴンドラや高所作業車を用いた工法の採用についても検討すること。

ウ つり足場、張出し足場又は高さが 2メ ー トル以上の構造の足場の組立て等の作業

Iを行う場合は、安衛貝J第 564条第 1項第 4号に基づき、40セ ンチメー |ル以上の作

業床及び要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備 (以下「要求性能墜

落制止用器具取付設備」という。)を設置すること。
~要

求性能墜落制止用器具取付設

備は、要求性能墜落制止用器具を適切に着用した労働者が墜落しても、要求性能墜落
＼

制止用器具を取 り付けた設備が脱落することなく、労働者が衝突面等に達すること

を防ぎ、かつ、使用する要求性能墜落制止用器具の性能に応じて適当な位置に要求性

能墜落制止用器具を取り付けることができるものであること。  「

工 組立・解体時の最上層からの墜落防止に効果が高い工法として、「手すり先行工法

等に関するガイ ドライン」 (平成 21年 4月 24日 付け基発第 0424001号 。以下「ガイ

ドライン」という。)に基づく「手すり先行工法」を積極的に採用すること。

なお、平成 27年 3月 31日 付け基発 0331第 9号では、上記ウにより安全帯 (墜落

制止用器具)取付設備を設置する場合には、足場の一方の側面のみであつても、手す

りを設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずること

とされている。

(3)通常作業時等における墜落防止措置

ア 足場上で行われる各種作業について、リスクアセスメントを実施し、その結果を

踏まえた墜落防止措置を採用すること。             |
イ 安衛則第 563条第 1項第 2号のハに基づき、床材と建地との隙間は 12セ ンチメー

トル未満とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合であって、防網を張る等

墜落による労働者の危険を防止する措置を講じたときは、適用されないこと。

(ア )は り間方向における建地と床材の両端との隙間の和が 24センチメー トル未満

の場合

(イ )曲線的な構造物に近接して足場を設置する場合等、はり間方向における建地と

床材の両端との隙間の和を 24セ ンチメー トル未満とすることが作業の性質上困

難な場合

なお、これらの場合も含めて、別添に掲げる「より安全な措置」の 1(2)を積柩的

に採用すること。       '
ウ 手すり等の墜落防止措置については、安衛則第 563条第 1項第 3号に基づく措置

に加えて、別添の 1(1)に掲げる「より安全な措置」を積柩的に採用すること。特に、

幅木等及び上さんについては次のェ及びオの措置を講ずること。

なお、「より安全な措置」には、別添の1(1)に掲げる措置に限らず、足場上での作

2



業の状況や現場の実情に応じて「防音パネル」や「ネットフレーム」、「金網」等を用

いてこれ らの措置と同等の墜落防止効果が得 られるような場合も含まれるものであ

ること。

手 足場の建地の中心間の幅が 60セ ンチメ‐ トル以上の場合に、墜落防止措置及び飛

来落下防止措置として、足場のうち躯体の反対側 (以下「後踏側」という。)(荷楊げ

等の作業に支障がある箇所を除く。以下オにおいて同じ。)に は次の措置を講ずるこ

と。

(ア )わ く組足場においては、下さんの代わりに、高さ 15セ ンチメー トル以上の幅

木を設置すること。なお、この場合に、交さ筋かいの下の隙間をより小さくする

観点から、より高い幅木を設置すること。

(イ )わ く組足場以外の足場においては、手すり及び中さんに加えて幅木等を設置す

ること。

オ わく組足場の後踏側には、交さ筋かい及び下さんに加えて上さんを設置すること。

力 足場の昇降設備については、安衛則第 526条や第 552条 に照らし適切なものとし、

計画段階において、足場上での作業状況を踏まえ、適切な位置に適切な数の設備が設

置されるよう配慮して計画すること。

また、通常の「昇降階段」の設置が困難な場合には、ハッチ式の床付き布わくと昇

降はしごを組み合わせた昇降設備を設置する等により、「足場の外側をよじ登る」、
「昇降禁上の場所から足場の外側を伝って降りる」等の「不安全行動」を誘発させな
いものとすること。

3 足場の組立て等の作業段階における留意事項

(1)足場の組立て等に係る作業手順の作成及びこれに基づく作業の実施

ア 上記 2により作成した足場の設置計画及び足場の組立図をもとに、足場の組立て

等の作業に当たっての具体的な作業手順を定め、労働者に周知し、これに基づく作業

を徹底させること。なお、作業手順には、安衛則第 564条第.1項第 1号に掲げる事

項のほか、設置する足場の種類に応じた組立方法など足場の組立て等の作業に当た

って必要な事項を含めること。

ィ 作業手順については、作業進行によって発生する問題点や現場の実情を踏まえ、

必要に応じこれを見直すこと。

(2)作業主任者

ア 高さ5血以上の足場の組立て等の作業に当たっては、必要な資格を有する者の中

から「足場の組立て等作業主任者」(以下「作業主任者」という。)を選任し、安衛則

第 566条各号に定める事項を行わせること。

イ 特に、足場の組立て等作業時の墜落。転落災害には、労働者が要求性能墜落制止用

器具を着用していたにも関わらず、これを使用していなかったために墜落した事案
が認められていることや、安衛則第 564条第 1項第 4号の口で、要求性能墜落制止

用器具取付設備等の設置等が規定されていること等も踏まえ、作業主任者には安衛
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則第 566条第 4号に基づき、要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視等を徹底さ

せること。また、労働者に使用させる要求性能墜落制止用器具については、同条第2

号に基づき、作業主任者にその機能の点検等を行わせること。

ウ 高さ5mに満たない足場の組立て等の作業に当たっても、安衛則第 529条 に基づ

き、作業を指揮する者を指名し、上記に準じた事項を行わせること。

(3)要求性能墜落制止用器具取付設備等の設置及び要求性能墜落制止用器具の使用

ア 安衛則第 564条第 1項第 4号の口に基づき、要求性能墜落制止用器具取付設備等

を設置し、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上

の効果を有する増置を講ずること。要求性能墜落制止用器具取付設備には、2(2)

のウに示す要求性能墜落制止用器具取付設備の要件を満たす手すり、手すりわく及

び親綱が含まれ、さらに、建わく、建地、手すり等も当該要件を満たす設備として利

用できる場合があること。

イ 足場の組立て等作業時の墜落・転落災害の中には、労働者が要求性能墜落制止用

器具を使用していたものの、その掛替え時に墜落した事案が認められているため、足

場の組立て等作業時においてlま「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とするこ

と。

ウ 要求性能墜落制止用器具の選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全

な使用に関するガイドライン」 (平成 30年 6月 22日 付け基発 0622第 2号)に基づ

いて対応すること。

(4)手すり先行工法

ア 「手すり先行工法」を用いた足場の組立て等の作業を行う場合に、上記 (1)によ

り作成する作業手順は、ガイドラインを踏まえた適切な内容とすること。

イ 手すり先行工法による足場の組立ては、足場の後踏側のみに採用されることが多

いことから、足場の躯体側からの墜落防止のために要求性能墜落制止用器具を使用

すること。なお、先行手すり部材に要求性能墜落制止用器具を取り付ける場合には、

足場上での移動に伴い、要求性能墜落制止用器具の掛け替えが生ずるため、上記 (3)

に示した「要求性能墜落制止用器具の二丁掛」を基本とすること。

(5)足場の点検

ア 墜落防止措置も含め、適切に計画された足場が計画どおりに設置されていること

を確認することは、足場の組立て又は変更後に足場上で作業を安全に行う上で極め

て重要な事項であると事業者は、足場の組立て等の後には安衛則第 567条第 2項に

基づき、点検者を指名した上で足場の点検及び補修を実施するとともに、その結果及

び点検者の氏名について記録・保存を行うこと。

イ 元方事業者等の注文者は、足場の組立て等の後に請負人の労働者にこれを使用さ

せる時は、作業を開始する前に、安衛則第 655条第 1項第 2号に基づき、点検者を

指名した上で足場の点検及び補修を実施するとともに、その結果及び点検者の氏名

について記録 。保存を行うこと。

ウ 上記ア及びイの点検者は、別添の3(2)1こ掲げる者等、十分な知識 。経験を有する
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者 とするとともに、点検に当たっては足場の種類に応 じたチェックリス トを作成の

上、これを活用させること。

工 上記ア及びイの点検者は、足場の組立て等の作業に直接従事した者、当該作業の作業

主任者及び作業指揮者等の当事者以外の者とすること。   F     l
んだし、従業員数の少ない事業者又は注文者にあっては、足場の組立て等の作業に係

る当事者以外には、足場の点検に関する十分な知識 。経験を有する者が確保できない場

合も考えられる。この場合には、足場の組立て等に係る当事者に足場の点検を実施させ

ても差し支えないこと。

また、事業者及び注文者の双方が点検を行う場合には、足場の組立て等の作業に係る

当事者に点検を実施させても差し支えないが、その場合も、事業者及び注文者による点

検は確実に行われるべきであること。

4 足場上で作業を行う段階における留意事項

(1)足場上での作業に係る作業計画の作成及びこれに基づく作業の実施

ア 足場上で行われる作業に係る作業計画の作成に当たっては、①足場上での作業箇

所や作業範囲、②作業に伴う手ずり等の取り外しの有無及びその際の作業方法、並び
に③取り外した手すり等の復旧等に蘭する内容を含ゅることとし、当該作業計画に
基づく作業を徹底すること。

イ 足場からの墜落・転落災害では、資材の運搬等のため手すり等を臨時に取り外し

た際や、手すり等から身を乗り出して作業を行っていた際に墜落した事案が複数認

められるため、上記アの作業計画の作成に当たっては、手すり等の取り外しや身を乗

り出
:し

ての作業を行う必要がないような作業方法の採用を検討すること。

|ウ 設置された足場上で作業を行った場合において、①不安全行動や無理な姿勢とな

ることが想定される場合、②作業計画では想定していなかった手すり等の取り外し

を行う場合等については、特定元方事業者の担当者や職長等、当該足場を使用する労

働者の責任者にその旨を報告させることとし、労働者個人の判断でこれを行わせな

いよう徹底すること。    i
(2)手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合

ア 手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合には、安衛則第 563条第 3項第 1号

に基づき、要求性能墜落制止用器具取付設備等を設置し、労働者に要求性能墜落制止

用器具を使用させる又はこれと同等以■の効果を有する措置を講ずること。また.同

項第 2号に基づき、その箇所で作業を行う者、作業を指揮する者等の関係者以外の労

働者の立ち入り禁止措置を講ずることにより、作業と関係のない労働者が通行する

ことによる墜落の危険を防止すること。

イ 臨時に取り外した手すり等については、安衛則第 563条第 5項に基づき、上記(1)

により作成した作業計画に即して、手すり等を取り外す必要がなくなった後は直ち

に元の状態に戻すとともに、これが確実に行われていることを職長等の当該足場を

使用する労働者の責任者に確認させること。
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(3)要求性能墜落制止用器具の使用

労働者に墜落制止用器具を使用させる場合には、上記 3(3)の イ及びウと同様、

要求性能墜落制止用器具を三丁掛すること。また、その他要求性能墜落制止用器具の

選定、使用方法等については、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイ ドライン」

に基づいて対応すること。

(4)足場の点検

ア 作業開始前には、安衛則第 567条第 1項に基づき、あらかじめ点検者を指名した

上で、手すりや交さ筋かい等の取りはずしや脱落の有無について点検及び補修を実

施すること。なお、必要に応じ、安衛則第 567条第 2項各号に掲げる足場の構造等

に関する事項について併せて確認し、問題が認められた場合には補修を行うこと。

イ 点検者については、職長等、当該足場を使用する労働者の責任者から指名するこ

と。

5 安全衛生教育における留意事項

(1)特別教育の実施

ア 足場の組立て等の作業に就く労働者に対して、安衛則第 36条第 39号に基づく特別教

育を実施すること。

イ 足場上での作業に就く労働者に対して、安衛則第 36条第 41号に基づく特別教育を実

施するよう努めること。

(2)足場の組立て等作業主任者能力向上教育

足場の組立て等作業における墜落・転落災害には、作業主任者が職務を適切に実施して

いたと認められない状況下において発生したものが多いことから、作業主任者の職務に関

する能力の向上を図り、職務が徹底されるよう、安衛法第 19条の2に基づぐ足場の組立て

等作業主任者能力向上教育を定期的に受講させることに努めること。

(3)足場の作業に就く労働者に対する安全衛生意識の高揚

「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイ ドライン」等の墜落防止措置のポイント

や、不安全行動等を伴う災害事例を労働者に対して説明する等により、安全衛生意識の高

揚に努めること。

6 その他

(1)足場の作業床の常時有効な状態の確保

足場の作業床上に資材や工具が散逸していることは、物体の落下による危険のみな

らず、労働者がつまずくことによる墜落も懸念されるため、足場の作業床上で作業を

行うに当たっては、資材や工具の整理整頓に努め、作業床を常時有効な状態にしてお

くよう努めること。

〔2)労働者の健康管理等

猛暑による疲労の蓄積や睡眠不足等が足場上での作業に影響を及ぼすことも懸念さ

れるため、健康管理の徹底を図るとともに、朝礼時における点呼等により健康状態の
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把握に努め、必要に応じ、作業配置の見直しを行うこと等についても配慮し、足場から

の墜落 。転落災害の防止に努めること。

第 3 各主体における留意事項

1 建設工事の発注者が留意すべき事項

建設工事の発注に当たっては、上記第 2の 1に掲げるとおり、足場上での高所作業が

できるだけ少なくなるような正法を採用するよう努めるとともに、足場からの墜落防止

1対策に必要な経費についても配慮すること。

2 特定元方事業者が留意すべき事項

ア 特定元方事業者については、安衛法第 31条に基づき、自ら使用する労働者の墜落・

転落災害防止対策のみならず1注文者の立場として各種の措置を講ずることが義務付

けられていることを踏まえ、上記第 2の 2か ら6に掲げる各作業段階に応じた墜落防

止措置の実施に留意するとともに、関係請負人が下記 3及び 4:に掲げる措置を講ずる

ために必要な経費についても配慮すること

イ 特定元方事業者以外の元方事業者についても、上記に準じた対策を行うこと。

3 足場設置業者が留意すべき事項

ア 足場の設置計画の作成及び足場の組立て等の作業の実施に当たっては、上記第2の
2に掲げる設計計画段階における事項及び3に娼げる足場の組立て等の作業段階にお

ける事項、並びに5(1)及び(2)に掲げる安全衛生教育における事項に留意するこ
と。

イ 建設工事のように複数の事業者が同一の足場を使用することが想定される場合イとは、

必要に応じ、足場上で作業を行う他の事業者とも協議の上、作業の実情に応じた足場
の設置に努めること。

4 足場設置業者以外の事業者が留意すべき事項

労働者に足場上で作業を行わせる際には、足場設置業者でなくとも安衛則第 563条第

1項第 3号、安衛則第 567条等に基づく措置の実施義務があることから、上記第 2の 4

に掲げる足場上で作業を行う段階における事項及び5(3)に 掲げる労働者の安全衛生

意識の高揚に留意すること。また、足場の墜落防止措置等に問題が認められた場合には、

元方事業者と協議の上、必要な措置を講ずること。

5 足場に関連した作業を行う労働者が留意すべき事項

ア 足場からの墜落防止措置は、労働安全衛生法令上、事業者に実施義務があるが、事業

者から要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられた場合等には、労働者はこれに従う

義務があることに留意すること。

イ 足場からの墜落 。転落災害については、安衛則に基づく措置を実施しているにも関
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わらず、労働者の不安全行動や無理な姿勢による作業を行ったことにより被災してい

る事例が散見されることに留意の上、定められた作業計画、作業手順等に基づき作業

を行うこと。

6 労働災害防止団体、関係業界団体及び安全衛生教育機関が留意すべき事項

ア 労働災害防止団体、関係業界団体等は、上記に掲げる事項を各事業者が適切に実施

できるよう、各種の指導・援助を実施すること。また、安全衛生教育機関は、足場の組

立て等作業に係る特別教育を事業者に代わって実施する場合には、これを計画的に実

施すること。

イ 足場からの墜落・転落災害の 9割以上において、安衛則に基づく墜落防止措置の不

備が認められることから、あらゆる機会を提え、法令の周知徹底を行うこと。

7 足場機材メーカーが留意すべき事項

ア 足場ユーザーの要望を踏まえた適切な機材の開発に努めること。

イ 必要とされる足場機材の安定供給に努めること。

8 行政が留意すべき事項

ア 建設現場等の足場が設置されている事業場等に対する個別指導や集団指導等の際は

もとより、足場の設置計画の受理時、労働者死傷病報告の受理時等あらゆる機会を捉

え、事業者に対して上記内容に基づく指導を徹底すること。

イ 労働災害防止団体、関係業界団体等と連携し、足場からの墜落・転落災害防止対策の

更なる推進を図るとともに、中小建設事業者等が施正する建設現場に対する指導 。支

援を行うことにより、安全な足場の一層の普及を図ること。

ウ 発注者における足場からの墜落防止措置等のため必要な安全衛生経費 (一人親方等

の労災保険の特別加入のために必要な経費を含む。)の積算計上、元請事業者が請負人

に示す見積条件における墜落防止措置の実施者 。経費負担者の明確化、請負契約にお

ける当該経費の明示等について周知啓発を図ること。
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1

3

2

(別添)

安衛則の確実な実施に併せて実施することが望ましい「より安全な措置」等について

足場からの墜落災害防止に関する「より安全な措置」について

(1)足場からの墜落災害を防止するため、以下の措置を講じることが「より安全な措置」

であること。

① わく組足場にあっては、次のような措置を講じること。

a 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40セ ンチメートル以下のさん若しく

は高さ 15セ ンチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備に

加え、上さんを設置すること。

b 手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として

備えられている手すり先行専用型足場を設置すること。

② わく組足場以外の足場にあっては、次のような措置を講じること。

手すり等及び中さん等に加え幅木を設置すること。

121 足場のはり間方向の建地 (脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じとし、両

者の寸法が異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材を、建地 (脚柱)とす

き間をつくらないように設置すること。

手すり先行工法及び働きやすい安心感のある足場の採用

足場の組立て、解体時及び使用時の墜落災害を防止するため、「「手すり先行工法に関
するガイドライン」について」 (平成 21年 4月 24日 付け基発第 0424001号 )において示
された「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づぃて手すり先行工法による足場
の組立て等の作業を行うとともに、働きやすい安心感のある足場を設置すること。 |

足場等の安全点検の確実な実施

(1)足場等の点検 (「手すり先行工法等に関するガイ ドライン」に基づく点検を含む。)に

当たっては、資料に示す足場等の種類別点検チェックリス トの例を参考に使用する足場

等の種類等に応じたチエックリ女 卜を作成し、それに基づいて実施すること。

(跡 足場等の組立て 。変更時等の点検者については、足場の組立て等作業主任者であって、

足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者、労働安全コンサルタント(試

験の区分が土木又は建築である者)等の労働安全衛生法第 88条に基づく足場の設置等の

届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者、全国仮設安全事業協同組合が

行う「イ反設安全監理者資格取得講習」又は建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者

等のための足場点検実務研修」を受けた者等、十分な知識 。経験を有する者から指名す

ること。

(勧 作業開始前の点検者は、職長等、当該足場を使用する労働者の責任者から指名するこ

と。
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(資料)

の エ クリス ) 1

)  工期 (      ～
)

)(注 3)

足場の組立後、一部解体後、変更後)(その詳細

星揚等点検チェックリスト

工 (

年

の

日
地震後

(

)(注 2)
名 (

職氏名 (

理由 (

点検事項 (注 0 点 検 の 内 容 (注 切 良否 (注 8) 難 性 91 確認 (注 10

1床材の損傷、取
付 け及 び掛渡 し
の状態

2建地、布、腕木
等の緊結部、接続
部及び取付部 の
緩みの状態

3緊結材及び緊
結金具 の損傷及
び腐食の状態

4足場用墜落防止
設備)の取外し及
び脱落の有無 (注

11)

5幅木等 (物体の
落下防止措置)の
取付状態及び取
外しの有無

6脚部 の沈下及
び滑動の状態

7筋かい、控え、
壁つなぎ等補強
材の取付状態及
び取外しの有無

8建地t布及び腕
木の損傷の有無

9突 りょうとつ
り索 との取付部
の状態及びつ り
装置 の歯止 めの
機能



(注

ヽ

をヽ
ス

は
場
の
リ

表
足
も
ク

本
管
た

ツ

単
じ

エ

寮過み螢為長卿 亀磯ヤ色材鍵堪
あるが、チェックリストは、わく組足場、

身、棚足場、移動式足場等足場の種類に応
作成すること。また、作業構台、架設通路等に関してもその構造や用途に応じたチ
トを作成すること。

はなく、実際の工期を記入すること。なお、点検結果等の保存については、
567条第 3項、第 575条の 8第 3項、第 655条第 2項及び第 655条の 2第
又は作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間となっている

(注 2)

労
2

工期は契約工期で
働安全衛生規則第
項において、足場
とに留意すること

(注

点検
上教育
等労働
資格を
建設業

ている

十分な

(注 41

点検の実施理由は、
ている強風、大雨、大
くは変更の後のいずれ
もその内容を記入する

足場 等作業
3)

て等作
の

名すること。

５６７脚
釣

第
く
も

衛
天
る

全
悪
す

安
の
当

。

働
等
該
と

労
雪
に
こ

生規則
候若し
か詳細

定
体
う

規
解
行

に
部
を

号

一
検

２

占ヽ
小

第
て
に

項
立
期

１
組
定

第
の

ヽ

条
場
た

６５５
醍

。
ま

第
又
と

び
震
こ

及
地
る

項
の
す

２
上
入

第
以
記

条
震
て

れ
し
合

さ
若
場

(15k場
峯の用途、種装、続要欄には、外基土

言愚をょ讐愚盪林窪筆天手姻整詔馨そηた竣鴨衆
誓督R豊響母権言漕豪9只棗

'袋

|ダ蓼象書善等の概要も記入すること。
(注 6k検事項は、労働安全衛生規則第567条第

ョ襦魯績1昌癸亀曇暮畳量景室伝雪増ζ含覆こ晏の第 2号のイからりまでの各号に規定されてヽ
事項以外に、足場計画どおりかの確認Ⅲ昇降三
に加えることも考えられること。        .

(注 労
点検

ための
労働災
と。

(注 働
点検結果の良否については、足場の該当箇所が明らかになるよう記載すること。

(注 9と
正内容については、是正箇所、是正方法及び是正した期日を明らかにすること。

(11整
正の確認は、点検者のみならず、管理者、事業者又はそれに代わる者も行うこと。

の内容は、別表「点検の内容例」のように、上記点検事項に係る点検を確実に実施する

具体的な内容を、事業者、注文者、仮設機材メーカ▼等と協議して定めること。その際、

害防止団体等が作成している同様のチェックリスト等を参考にすることが望ましいこ

(注 H)
手す

けでな
り
く

さ

の

中
そ

ん等の足場用墜落防止設備の点検に当たっては、単に取り外しや脱落の有無だ
取付け状態が適切であるかについても、入念に点検する必要があること。

ヽ



別表
点検の内容例 ―わく組足場用一

点検事項 点 検 の 内 容

楔蓬rの
損傷、取付

!す
及び掛渡しの

き く
の
の
イま

変形したり、損傷していないか
れ止めは確実にロックされているか
間は 12セ ンチメー トル未満 (※ )か
わくに隙問なく設置されているか

と
外
隙
建付き布枠

筈Б憂巻故再剤陥催詠鳥読鍵烈`̀
接続

あ経霧
③脚柱
④建わ
⑤。・

く
く
ジ
く

、布わくの取付状態は計画通りか
は、アームロック等で確実に接続されているか
ョイン
、布わ

卜、アームロックはロックされているか
くの取付部に緩みはないか

嵩養蒼罐
び緊結金具の損傷及び ノ ゝ

金 ジョイント、アー ロック)に損 、腐食はないか

備の取外ャ及び
ゝ

ピ
は
り

実
ス
さ

の

さ
さ
さ

かい
かい
かい
手す

下さん
ンは確
全層全
及び中

木、上さん、 りわく等の脱落はない
にロックされているか
パン両面に設置されているか
んは設置されているか

5幅木等 (物体の落下防止措置)の
取付状態及び取外しの有無

ツ

ツ

柱

ユ ン
~

ユ ン
~

に確実
トイよ全

メ ン

等
卜、
に取

イま司鵞り されてい い か
は脚 けられているか

目で緊結されているか
れているか

メ ン ユ ン てのはと
はつり綱で確実に緊結さ

6脚部の沈下及び滑動の状態
板

が

、敷
ス金
らみ

イこ 下、
実に
にク

滑
釘

動はないか
イこ 止めされているか

の位置 ランプで緊結されているか

ぁ霰倉検恙隻       強材
い 、

ヤゝ、

つ

つさ な ぎは取り され
るか

て ヤゝ いか
用の壁つな
えはクラン

用 金具
緊結

が使用
されて

され て しゝ

しゝ るか

8建地、布及び腕木の損傷の有無 日早T?下 ｀
.T?て ヽ交さ筋かいに変形、損傷はないか

秩姦皇△ぢ庁雲ぎ

等基露雁Fぢ耳協暮俗姥渡径
イ
謂覗稔鶴 鰯 ,     儀私七とテメTトル41の箇所

r防
網を張る

(1)は り問方向における建地と床材の両端との隙間の和が 24セ ンチメートル未満の場合            ,
(2)は り間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24セ ンチメ▼トル未満とすることが作業の性質上困難な場合



点検の内容例 一単管足場用一

点検事項 点 検 の 内 容

1床材の損傷、取付け及び掛渡しの
状態

は変形した
は腕木にゴ
と建地の隙
は建わくと

は計画通りか           ―
り、損傷していないか
ムバンド等で確実に固定されているか
間は 12セ ンチメエトル未満 (※ )か
の間に隙間をつくらないよう設置されているか

2建地、布、腕木等の緊結部、接続
部及び取付部の緩みの状態

①甦地t布材
②建地は、単
③布、腕木は

8亭半l々l

、腕木の取付状態は計画通り
管ジョイント等で確実に接続
専用緊結金具で確実に取り付
腕木の取付部に緩みはないか

力ゝ
されているか
けられているか

3緊結材及び緊結金具の損傷及び
腐食の状態

①緊結金具 (ク ランブ等)に損傷、腐食はないか

8攣〒字号卜¥Pイ
ント3に損傷、腐

β
はないか

4足場用墜落防止設備の取外し及び
脱落の有無

⑦。・・・・・・・

5幅木等 (物イ本の落下防止措置)の
取付状態及び取外しの有無

りか
か

6脚部の沈下及び滑動の状態

敷角の設置は計画通りか
はないか
めされているか
プで緊結されているか

7筋かい、控え、壁つなぎ等補強材
の取付状態及び取外しの有無

g魯全な;ョ:ま言量ぞS'≧書む鼻損啓RttR't
⑤・・・… ・―

8建地、布及び腕木の損傷の有無 牌 上叩なf効れ勝 はないか

9突 りょうとつ り索との取付部の
状態及びつり装置の歯止めの機能

※

等墜露|こ Fを再縁碁俗括涙雀
イ
辞盈馨鍵家環疑講薔誓Z舶建地との隙間が12センチメートル以上の箇所に防網を張る

生きは適用されないこと。

(1)は り間方向における建地と床材の両端との隙間の和が 24セ ンチメー トル未満の場合

(跡 はり間方向における建地と床材の両端との隙聞の和を24セ ンチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合



点検の内容例 ―くさび緊結式足場用一

等豊霧雁Fぢ写8碁俗括渓径
イ
讃弼亀1薔揚脚 主    儀Yゝをとアメ

ートル以
|の算所に防網を張る

(1)は り間方向における建地と床材の両端との隙間の和が 24セ ンチメートル未満の場合
(2)は り問方向における建地と床材の両端との隙間の和を24セ ンチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合
また、はり間方向における建地の内法幅が 64セ ンチメー トル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定

の位置に固定される構造の鋼管用足場の部材で、平成 27年 7月 1日 現にあるものが用いられている場合は適用されないこと。

点検事項 点 検 の 内 容
の の

イま
き
と

め

していないか
が確実にロックされ

レ未満
よう設

ているか
(※ )か
置されているか

の隙 イま 1 2 セ ン チ メ トブ

床材は建地との に隙間をつくらない

部の み の 態
∪建地、布材
②建地は、抜
③布のくさび
④腕木のくさ
⑤建地、布、
⑥。… ・・

、腕木の取付状態は計画通
け止めピン等で確実に接続

懸感挫琵鎮惑鋲確霧異杷身
腕木の取付部に緩みはない

り

されているか
込まれているか
ち込まれているか
か

の ノ ゝ

ジョイン ト等 ) 傷、腐食はないか

落折箸暴
墜落防止設備の取外 し及び脱 の

すり
すり
すり
さん
面に

さん
さん
さは
さは
り及

の脱
は確

はないか
に固定されている か

の

の
85(90)セ ンチメー トル以上か
35セ ンチメートル以上 50セ ンチメートル以下か
び中さんは設置されているか手す

秩埋変孫祭資τ雛梨
万止1直)のT付 ツ ユ ン

~

iメ ッシュシー ト、
は脚柱等に確実に取 とす て

されていないか
いるか
されているか
か

メッ
防網

シュシー トは全てのは 目で
れてはうり綱で確実に緊結さ しゝ

6 )設置は計画通 りか
かヽ

lて いるか
く結されているか

つ

付 しの有
ゝ、

かい、
用の壁
えはク

え
な
ン

、壁つな れていないか
つ

フ

ざ用金具が使
プで緊結され

用されているか
ているか

8建地、布及び腕本の損傷の有無
B亭申

｀
.TI.叩奮呼

変形、損傷 ゝ

幾恋ちか峯曽漏篭躯弘彬蕪発伊
剖
`の

状態



点検の内容例 一つり (棚)足場用一

点検事項 点 検 の 内 容

1床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

①床材
②床材
③床材
④床材
⑥・。

の取付状態は計
は変形したり、
は根太、つり桁
は、隙間なく設

画通りか
損傷していないか
に番線等で確実に固定されているか
置されているか

徐景持善あ げ 窮 黒 ぴ
靴 部、接続部及

はつ り
り

イこ
イこ

金 で確実に固定されているか
、腐食はないかつ

3緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食
の状態

C暉需電琴軍σ礎万石藤罰 に損傷、腐食はないか
②・・・・・ :…

4足場用墜落防止設備の取外 し及び脱
落の有無

8事事Bi宰喜免
④手すりの高さは

8T:々?亨

=r

8

3

橿茶お斜霧|ま寒決氣】
犬態は計甲早η力ゝ

幅木は確実に固定されているか
5(90)センチメー トル以上か
5セ ンチメートル以上 50セ ンチメートル以下か

5幅木等 (物体の落下防止措置)の取付
状態及び取外しの有無  、

⑥ ,・ ・・ :・ '・  i

6脚部の沈下及び滑動の状態

7筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取
付状態及び取外しの有無

8″?生∵社塀批上協恩景け嫌菅攪討駅忌Rぶ

8建地、布及び腕
木の損傷の有無

9突 りょうとつ り索との取付部の状態
及びつり装置の歯止めの機能

①チェーンリンク等のつり部材、つり元金具、フックに亀饗、変形、属食はな
いか

§〒:季亭FttFttE誰莫だ琶毛會
粋
てイゝるか


